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コーポレート・ガバナンスに関するアンケートの調査結果について 

 

 コーポレート・ガバナンスに関しては、近年、各方面で活発に議論が行われるなど、その関心は急

速な高まりを見せており、決算短信等におきましても、上場会社各社のコーポレート・ガバナンスの

充実に向けた各種施策の実施状況が開示されているところであります。 

  また、昨年の商法改正により「委員会等設置会社」の選択が可能となるなど、法制面の整備が進め

られておりますが、一方で、国内外において企業のガバナンス・システムにも関わる不祥事が相次い

で発覚したことも手伝って、コーポレート・ガバナンスを巡る議論は、より現実的な問題として認識

されていることと思われます。 

東京証券取引所では、これまで平成 10 年 9 月及び平成 12 年 9 月と二度にわたりコーポレート・ガ

バナンスに関するアンケートを行いましたが、その後の上場会社各社における意識又は各種施策の取

組みの進展状況を調査するとともに、今後の当取引所としての政策決定に際しての検討材料とするこ

と等を目的として、今般、3 度目となるコーポレート・ガバナンスに関するアンケート調査を実施いた

しました。 

 以下では、当該調査の集計結果についてお知らせします。 

 

 

概  況 

 

 

【全般】 

 

昨年 11 月 13 日時点で東証に上場する内国会社2,103 社を対象としてアンケート用紙を送付して、

対象会社の 64.8％（小数点第2 位以下四捨五入。以下同じ。）である 1,363 社から回答を得た。回答回

収率は、前回調査時の 65.7％と比較すると、0.9 ポイントの減少であった。 

コーポレート・ガバナンスに関する関心度については、前回実施時とほぼ同水準である全体の 99％

（％表示は回答会社ベース。以下同じ。）を超える会社が多少なりとも関心があると回答しているが、

前回調査時と比較して、「多少関心を持っている」と回答した会社が 11.2 ポイント減少したのに対し

て、「大いに関心をもっている」と回答した会社が 13.1 ポイント増加している。また、実際の経営に

当たっても、前回調査時より 10.2 ポイント増加の 35.8％の会社が「十分意識している」と回答するな

ど 95％を超える会社がコーポレート・ガバナンスを巡る最近の議論を意識して経営を実践していると

している。  

コーポレート・ガバナンスの充実のために必要となる事項については、「法令違反行為の未然防止機

能の強化」と回答した会社が 80.9％と最も多く、次いで、「ディスクロージャー、株主への説明義務の

充実」と回答した会社が 75.3％であった。また、「取締役会の機能強化」と回答した会社が 69.9％、「監

査役（会）の機能強化」と回答した会社が 55.3％であり、当該 4 項目については上場会社の半数以上



がコーポレート・ガバナンスの充実のための施策として重要であるとしている。前回調査時と比較す

ると、「法令違反行為の未然防止機能の強化」が 31.3 ポイント上昇しており、最近の重要性の認識が

法令違反行為の未然防止へとシフトしていることが見受けられ、その背景には、米国及び我が国で会

計・企業不祥事が相次いで発覚したことも少なからず起因しているものと読み取れる。 

また、「ディスクロージャー、株主への説明義務の充実」は 75.3％と、5.1 ポイント上昇しており、

前回調査時は「ディスクロージャーの充実」（70.2％）のみについて回答していたため、単純に比較は

できないが、情報の公開・説明を重要視する傾向が更に高まっているものと推測される。 

 

【取締役会関係】 

 

取締役会の機能強化に関する施策については、その具体的な施策としては、「取締役の人数の削減」

(36.2％)、「執行役員制度の導入」(34.2％)、「社外取締役の選任」(28.5％)の順となっている。取締

役の人数の削減については、引き続き進展する傾向にあり、削減後の取締役人数が 10 人未満と回答し

た会社が集計を始めて以来始めて 5 割を超えた。このことは取締役会をスリム化している状況が読み

取れる。 

また、昨年の商法改正により「委員会等設置会社」の選択が可能となっているが委員会等設置会社

への改組を予定又は検討している会社は、5％に満たない結果となっている。 

 

【監査役(会)関係】 

 

監査役(会)の機能強化に関する施策については、85％強の会社が何らかの施策を実施している。そ

の具体的な施策としては、「監査役の重要会議への出席」（59.0％）、「監査役と取締役会との連携強化」

（43.5％）、「社外監査役の増員」（29.9％）の順となっている。 

 

【株主総会関係等】 

 

株主総会の機能強化に関しては、80％強の会社が何らかの施策を実施している又は今後実施するこ

とを検討している状況にある。「施策を既に実施している」と回答した会社は 60.5％であり、前回調査

時との比較では 34.5 ポイントと大幅に増加している。 

株主総会の機能強化のための主な施策としては、「株主との対話の充実化」（78.5％）、「営業報告書

等のわかりやすさの向上」（64.4％）、「集中日を避けて開催する」（29.4％）、「招集通知の早期発送」

（28.9％）等が上位を占め、株主との対話を図るための施策が目立っている。 

株主総会招集通知の発送のタイミングに関しては、株主総会の 15 日前と回答した会社が約半数であ

り、これに対して 20 日以上前に発送している会社は 16.5％となっている。 

また、株主総会招集通知をホームページに掲載している会社は 9.6％であるが、今後掲載することを

決定している又は検討していると回答した会社まで含めると、36.9％の会社がホームページ掲載を志

向しているといえる。 

 

  最後に、コーポレート・ガバナンスに関する関心度について「大いに関心がある」と回答した会社

が増加している一方で、3 割強の会社からは残念ながらアンケートの回答が提出されていない状況にあ

る。当取引所としては、今後はこうした会社にも積極的にコーポレート・ガバナンスについての議論

の場に参加して頂けるよう働きかけを行っていきたい。 

 
【本件に関するお問合せ先】 

株式会社東京証券取引所 上場部 上場会社サポート担当 
ＴＥＬ：０３－３６６６－０１４１（代） 
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コーポレート・ガバナンスに関するアンケート調査結果 
 

平成 15 年 1 月 27 日 
株式会社 東 京 証 券 取 引 所 

 
１．アンケート実施要領 
 
（1）調査対象 

 本年 11 月 13 日時点で東京証券取引所に上場する内国会社 2,103 社（市場第一部：1,496 社、

市場第二部：570 社、マザーズ：37 社）に対して、コーポレート・ガバナンスに関するアンケ

ートを送付し、E メール等により回答用紙を回収した。 
（2）実施時期 

・アンケートの発送：平成 14 年 11 月 13 日（水） 
・アンケート回答期限：平成 14 年 11 月 29 日（金） 

（3）回答状況 

1,363 社から回答を回収した（回答回収率：64.8％（少数第 2 位を四捨五入。以下同じ。））。 

（前回の回答状況：送付社数…1,994 社、回答会社数…1,310 社、回答回収率…65.7％） 
（前々回の回答状況：送付社数…1,822 社、回答会社数…1,137 社、回答回収率…62.4％） 
・業種別状況 

業   種 調査対象会社数 回答会社数 回答回収率（％） 
水 産 ・ 農 林 業 ７  ４  ５７．１  
鉱 業 ９  ５  ５５．６  
建 設 業 １４５  １０３  ７１．０  
食 料 品 １０８  ７８  ７２．２  
繊 維 製 品 ６５  ３６  ５５．４  
パ ル プ ・ 紙 １８  ８  ４４．４  
化 学 １４７  ８３  ５６．５  
医 薬 品 ４０  ３２  ８０．０  
石 油 ・ 石 炭 製 品 １１  ６  ５４．５  
ゴ ム 製 品 １７  １１  ６４．７  
ガ ラ ス ・ 土 石 製 品 ３７  ２３  ６２．２  
鉄 鋼 ４７  ３２  ６８．１  
非 鉄 金 属 ３２  ２０  ６２．５  
金 属 製 品 ５２  ３０  ５７．７  
機 械 １６９  ９４  ５５．６  
電 気 機 器 ２０１  １４２  ７０．６  
輸 送 用 機 器 ８０  ５１  ６３．８  
精 密 機 器 ３２  ２５  ７８．１  
そ の 他 製 品 ６４  ３９  ６０．９  
電 気 ・ ガ ス 業 ２１  １９  ９０．５  
陸 運 業 ４５  ３２  ７１．１  
海 運 業 １５  １０  ６６．７  
空 運 業 ６  ５  ８３．３  
倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業 ２９  １６  ５５．２  
通 信 業 １１  ８  ７２．７  
卸 売 業 １６５  １１０  ６６．７  
小 売 業 １５６  ９３  ５９．６  
銀 行 業 ８６  ５６  ６５．１  
証券・商品先物取引業 ２３  １４  ６０．９  
保 険 業 ９  ６  ６６．７  
そ の 他 金 融 業 ３０  ２３  ７６．７  
不 動 産 業 ４２  ２８  ６６．７  
サ ー ビ ス 業 １８４  １２１  ６５．８  

合   計 ２,１０３  １,３６３  ６４．８  
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・時価総額別状況 
時 価 総 額 調査対象会社数 回答会社数 回答回収率（％） 

1 兆円以上 ４６  ３６  ７８．３  
5000億円以上    1兆円未満 ７１  ５７  ８０．３  
1000億円以上 5000億円未満 ３００  ２１３  ７１．０  
500 億円以上 1000 億円未満 １９８  １３２  ６６．７  
100 億円以上  500 億円未満 ７１９  ４６９  ６５．２  

100 億円未満 ７６９  ４５６  ５９．３  
合    計 ２,１０３  １,３６３  ６４．８  

 

２．コーポレート・ガバナンスに関するアンケート調査結果 

 

アンケートの集計結果は以下のとおりである。アンケートの集計に当たっては、上場会社からの

回答を忠実に集計した。また、前回実施したアンケート結果との比較が可能な項目については、当

該各項目につき割合(％)で比較を行った。 

 

《全般》 
 

（1）コーポレート・ガバナンスを巡る最近の議論に関する関心度 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比 
ａ．大いに関心をもっている ９２５ ６７．９ ＋１３．１ 
ｂ．多少関心をもっている ４２９ ３１．５ －１１．２ 
ｃ．余り関心をもっていない ７ ０．５ －１．５ 
ｄ．関心がない ０ ０．０ ±０．０ 
回答なし ２ ０．１ － 

合    計 １,３６３ １００．０ － 
 

（2）経営の実践状況 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比 
ａ．十分意識している ４８８ ３５．８ ＋１０．２ 
ｂ．意識している ８１７ ５９．９ －３．３ 
ｃ．余り意識していない ５６ ４．１ －６．４ 
ｄ．全く意識してない ０ ０．０ ±０．０ 
回答なし ２ ０．１ － 

合    計 １,３６３ １００．０ － 
 

（3）コーポレート・ガバナンスの充実のために必要となる事項（複数回答可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比 
ａ．取締役会の機能強化 ９５３ ６９．９ －３．６ 
ｂ．監査役（会）の機能強化 ７５４ ５５．３ ＋２．２ 
ｃ．法令違反行為の未然防止機能の強化 １,１０３ ８０．９ ＋３１．３ 
ｄ．ディスクロージャー、株主への説明
義務の充実 

１,０２６ ７５．３ （注）＋５．１ 

ｅ．株主総会の運営の見直し ２３４ １７．２ －３．６ 
ｆ．役員報酬の見直し ８６ ６．３ ＋０．２ 
ｇ．分からない ３ ０．２ ±０．０ 
ｈ．その他 ※ ２８ ２．１ ＋０．７ 
※ 「h．その他」の主な内容 
l 社外取締役・監査役の選任・増強 
l 内部統制の拡充と業務実施決定の透明性と説明責任 
l ガバナンスとマネジメントの分離。当社においても執行役員を兼任する取締役を除き、取締役は、ガバ

ナンスに専念し、マネジメントは執行役員が担当している 

       （注）前回は「ディスクロージャーの充実」という選択肢についての回答 
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（4）コーポレート・ガバナンスを巡る議論や動きについての要望 

l 上場企業に求める最低限のガイドラインを具体的に明示して欲しい 
l 米国や、欧州偏重のコーポレート・ガバナンスを目指すのではなく、日本の経営にマッチした、コーポ

レート・ガバナンスの整備を望む 
l 資本主義の番人であり、かつ、実務に最も近いＳＥＣが勇を奮って、公正な観点から守るべきこと、自

由裁量の基準をつくり徹底すべきである（米国や欧州のＳＥＣの様に） 
l 効果的な成功事例等に関する情報提供を要望する 
l 担当セクション以外の役職員にもわかりやすい手引書・解説書の整備 
l 上場企業としての社会的使命と責任を果たすための重要な経営課題と認識しており、当社も古い体質か

ら脱皮を図り近代的な企業への転換には、コーポレート・ガバナンスの構築が必要と考えている 

 

《取締役会関係》 

 

（5）取締役会機能強化のための具体的施策の実施状況（複数回答可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比  
ａ．取締役の人数の削減 ４９４ ３６．２ ＋８．５ →（6）へ 
ｂ．執行役員制度の導入 ４６６ ３４．２ ＋１２．９ →（7）へ 
ｃ．社外取締役の選任 ３８８ ２８．５ ＋８．６ →（8）へ 
ｄ．取締役へのインセンティブの付与 ２７１ １９．９ （注）+9.9 →（9）へ 
ｅ．その他 ※ ２９１ ２１．３ － 
ｆ. 特に実施していない ３０１ ２２．１ － 

 
 

（注）前回は「取締役の報酬制度の見直し」について回答 
※「ｅ．その他」の主な内容 
l 役割分担（責任）、権限責任範囲の明確化 
l 取締役任期の短縮 
l 取締役会の頻度の見直し 
l 執行役員等への権限委譲 

 

【効率的な意思決定の仕組みに関する事項】 

＜(5)で「ａ．取締役の人数の削減」と答えた会社(494 社)の具体的内容＞ 

（6）取締役の削減人数の状況 

直前 2 期前 3 期前 
削減人数 

社数 割合（％） 社数 割合（％） 社数 割合（％） 

20 人以上 １０ ２．０ １ ０．２ ５ １．０ 
10 人以上 20 人未満 ４１ ８．３ ３１ ６．３ ２５ ５．１ 
５人以上 10 人未満 ５４ １０．９ ４０ ８．１ ３５ ７．１ 
１人以上５人未満 ２３４ ４７．４ １６８ ３４．０ １４３ ２８．９ 
０人（かわらず） １１９ ２４．１ １６７ ３３．８ １６７ ３３．８ 
増加 ２１ ４．３ ２７ ５．５ ２１ ４．３ 
回答なし １５ ３．０ ６０ １２．１ ９８ １９．８ 
合計 ４９４ １００．０ ４９４ １００．０ ４９４ １００．０ 

 

直前 2 期前 3 期前 
削減後の取締役の数 

社数 割合（％） 社数 割合（％） 社数 割合（％） 

30 人以上 １ ０．２ １４ ２．８ ２０ ４．０ 
20 人以上 30 人未満 ２５ ５．１ ４８ ９．７ ７１ １４．４ 
10 人以上 20 人未満 １８６ ３７．７ ２２４ ４５．３ ２３６ ４７．８ 
５人以上 10 人未満 ２４８ ５０．２ １５３ ３１．０ ９９ ２０．０ 
５人未満 １７ ３．４ ９ １．８ ５ １．０ 
回答なし １７ ３．４ ４６ ９．３ ６３ １２．８ 
合計 ４９４ １００．０ ４９４ １００．０ ４９４ １００．０ 
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＜(5)で「ｂ．執行役員制度の導入」と答えた会社(466 社)の具体的内容＞ 

（7）執行役員の人数 

人   数 社 数 割合（％） 前回比 
60 人以上 ０ ０．０ －０．４ 
50 人以上 60 人未満 １ ０．２ －０．９ 
40 人以上 50 人未満 ４ ０．９ ＋０．２ 
30 人以上 40 人未満 ２３ ４．９ ＋２．４ 
20 人以上 30 人未満 ６４ １３．７ －２．８ 
10 人以上 20 人未満 １６２ ３４．８ ＋２．２ 
10 人未満 ２０９ ４４．８ ＋２．５ 
回答なし ３ ０．６ － 

合   計 ４６６ １００．０ － 

 

＜(5)で「ｂ．執行役員制度の導入」と答えた会社(466 社)の具体的内容＞ 

（7－2）執行役員制度を導入する前後において、取締役、執行役員（導入後）の合計人数の 

変化の度合い 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．減少した ９２ １９．７ 
ｂ．取締役の人数は減少したが、合計人数は変化なし ８７ １８．７ 
ｃ．増加した ２７８ ５９．７ 
回答なし  ９ １．９ 

合    計 ４６６ １００．０ 
 

 

＜(5)で「ｂ．執行役員制度の導入」と答えた会社(466 社)の具体的内容＞ 

（7－3）執行役員の取締役会への出席権の有無について 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．あり ６５ １３．９ 
ｂ．なし １２８ ２７．５ 
ｃ．原則なしであるが、議案に関連事項がある場合のみ可 ２６３ ５６．４ 
回答なし １０ ２．１ 

合    計 ４６６ １００．０ 

 

【業務執行役員等への経営監視の仕組みに関する事項】 

 

＜(5)で「ｃ．社外取締役の選任」と答えた会社(388 社)の具体的内容＞ 

（8）現在の社外取締役の人数の状況 

人 数 社数 割合（％） 前回比  
10 人以上 ３ ０．８ －（注）  

全取締役に占める 
社外取締役の割合 

社数 割合（％） 前回比 

6 人以上 10 人未満 ５ １．３ －（注）  50％以上 100％未満 １７ ４．４ ＋０．２ 
5 人 ３ ０．８ －（注）  40％以上 50％未満 １２ ３．１ －０．３ 
4 人 ２０ ５．２ －０．９  30％以上 40％未満 ２１ ５．４ －１．９ 
3 人 ４５ １１．６ ＋１．３  20％以上 30％未満 ７２ １８．６ －０．２ 
2 人 １００ ２５．８ －２．２  10％以上 20％未満 １５３ ３９．４ －０．４ 
1 人 ２０３ ５２．３ ＋４．０  10％未満 １０４ ２６．８ ＋１．１ 
回答なし ９ ２．３ －  回答なし ９ ２．３ － 

合    計 ３８８ １００．０ －  合  計 ３８８ １００．０ － 
（注）前回は「5人以上 10 人未満」17 社（6.5％） 
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今後の社外取締役の選任予定人数 
人 数 社数 割合（％） 

4 人以上 １０ ２．６ 
3 人 １８ ４．６ 
2 人 ２９ ７．５ 
1 人 ５０ １２．９ 
0 人 ７６ １９．６ 
その他 ※ １７５ ４５．１ 
回答なし ３０ ７．７ 

合  計 ３８８ １００．０ 
      ※その他の主な内容 

l 未定、検討中 
 

＜(5)で「ｃ．社外取締役の選任」と答えた会社(388 社)の具体的内容＞ 

（8-2）社外取締役の属性（複数回答可） 

回 答 内 容 社数 割合（％） 前回比 
ａ．弁護士 ２９ ７．５ ＋３．７ 
ｂ．公認会計士 １０ ２．６ ＋１．１ 
ｃ．学者 ２６ ６．７ ＋２．９ 
ｄ．他の会社（関係会社を除く）の役職員 ２３５ ６０．６ ＋０．４ 

ｅ．関係会社の役職員 １１３ ２９．１ －０．８ 

ｆ．その他 ※ ５２ １３．４ ＋７．７ 
 
※ 「ｆ．その他」の主な内容 
l コンサルタント（経営コンサルタント、国際問題コンサルタント） 
l 取引先金融機関の役員 
l 地元経済人 
l 税理士 

 

＜(5)で「ｃ．社外取締役の選任」と答えた会社(388 社)の具体的内容＞ 

（8-3）特に会社と利害関係のない社外取締役の選任状況 

回 答 内 容 社 数 割合（％）  
ａ．選任している １８５ ４７．７ →（8-4）、（8-6）へ 
ｂ．社外ではあるが、利害関係がある取締役を選任している １９１ ４９．２ →（8-5）へ 
回答なし １２ ３．１  

合    計 ３８８ １００．０  

 

＜（8-3）で「ａ．選任している」と答えた会社(185 社)の具体的内容＞ 

（8-4）特に会社と利害関係のない社外取締役の選任人数 

人 数 社数 割合（％） 
5 人以上 ４ ２．２ 
4 人 ５ ２．７ 
3 人 １８ ９．７ 
2 人 ４１ ２２．２ 
1 人 １１７ ６３．２ 

合 計 １８５ １００．０ 
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＜（8-3）で「ｂ．社外ではあるが、利害関係のある社外取締役を選任している」と答えた会社 

(191 社)の具体的内容＞ 

（8-5）会社と利害関係のある社外取締役の選任人数 

人 数 社数 割合（％） 
5 人以上 ４ ２．１ 
4 人 ７ ３．７ 
3 人 ２０ １０．５ 
2 人 ４５ ２３．６ 
1 人 １１５ ６０．２ 

合 計 １９１ １００．０ 

 

＜（8-3）で「ａ．選任している」と答えた会社(185 社)の具体的内容＞ 

（8-6）利害関係のない社外取締役の属性（複数回答可） 

回 答 内 容 社数 割合（％）  

ａ．弁護士 １５ ８．１  
ｂ．公認会計士 ４ ２．２  
ｃ．学者 １９ １０．３  
ｄ．他の会社（関係会社を除く）の役職員 １３８ ７４．６  

ｅ．その他 ※ ２６ １４．１  
※「ｅ．その他」の主な内容 
l 経済関係団体の OB 
l 証券関係団体の OB 
l 公的金融機関の OB 
l 取引銀行の OB 
l 地元経済者 
l 有識者 

 

【取締役等へのインセンティブの付与に関する事項】 

 

＜(5)で「ｄ．取締役へのインセンティブの付与」と答えた会社(271 社)の具体的な内容＞ 

（9）取締役へのインセンティブの付与に関する具体的な施策の状況について（複数回答可） 

回 答 内 容 社数 割合（％）  
ａ．ストック・オプションの導入 ２３６ ８７．１ →（10）、（10-2）へ 
ｂ．業績連動型報酬制度の導入 ７１ ２６．２  
ｃ．取締役の報酬を決定する機関（報酬委員会等）の設置 ２９ １０．７  
ｄ．その他 ※ ６ ２．２  

※「ｅ．その他」の主な内容 
l インセンティブワラントの発行 

 

＜(9)で「ａ．ストック・オプションの導入」と答えた会社(236 社)の具体的な内容＞ 

（10）ストック・オプションの付与対象者について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．会社の役職員 ２０２ ８５．６ 
ｂ．関係会社の役職員 １ ０．４ 
ｃ．弁護士、会計士等の会社の顧問 ０ ０．０ 
ｄ．その他会社（関係会社を除く）の役職員 １ ０．４ 
ｅ．その他 ※ ２１ ８．９ 
回答なし １１ ４．７ 

合    計 ２３６ １００．０ 
 ※「ｅ．その他」の主な内容 
l 会社の臨時従業員 
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＜(9)で「ａ．ストック・オプションの導入」と答えた会社(236 社)の具体的な内容＞ 

（10-2）ストック・オプションの権利行使期間について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．1年未満 ３ １．３ 
ｂ．1年以上 3年未満 ７６ ３２．２ 
ｃ．3年以上 5年未満 ９６ ４０．７ 
ｄ．5年以上 10 年未満 ４６ １９．５ 
ｅ．10 年以上 ４ １．７ 
ｆ．その他 ※ ８ ３．４ 
回答なし ３ １．３ 

合    計 ２３６ １００．０ 
※「ｆ．その他」の主な内容 
l 3 年以上 10 年未満の内権利行使時期は任意 
l 役職による 

 

【取締役の報酬の開示について】 

 

（11）取締役の報酬の開示状況 

回 答 内 容 社数 割合（％） 前回比  
ａ．取締役の報酬を個別に開示している ８ ０．６ －０．５ →（11-2）～（11-6）へ 
ｂ．取締役の報酬を個別に開示していない １,２７７ ９３．７ ＋２．１ →（12）へ 
回答なし ７８ ５．７ －  

合    計 １,３６３ １００．０ －  
 

＜(11)で「ａ．取締役の報酬を個別に開示している」と答えた会社(８社)の具体的な内容＞ 

（11-2）取締役報酬の決定プロセスに係る考え方の開示状況について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．プロセスに係る考え方を開示している １ １２．５ 
ｂ．プロセスに係る考え方を開示していない ７ ８７．５ 

 

＜(11)で「ａ．取締役の報酬を個別に開示している」と答えた会社(８社)の具体的な内容＞ 

（11-3）具体的な開示手段について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．株主総会 １ １２．５ 
ｂ．株主通知 ０ ０．０ 
ｃ．個別対応 ３ ３７．５ 
ｄ．その他 ※ ４ ５０．０ 

※「d．その他」の主な内容 
l 社内的に取締役、役付取締役の基準が明確になっている 
l 営業報告書に記載 

 
＜(11)で「ａ．取締役の報酬を個別に開示している」と答えた会社(８社)の具体的な内容＞ 

（11-4）取締役の報酬の具体的な開示方法 

回 答 内 容 社数 割合（％） 前回比 
ａ．最上位の取締役 1名の報酬を開示 ０ ０．０ ±０．０ 
ｂ．代表取締役の報酬を開示 ０ ０．０ －２０．０ 
ｃ．上位（ ）名の取締役の報酬を開示 ※ １ １２．５ ＋１２．５ 
ｄ．常務取締役以上の報酬を開示 ０ ０．０ ±０．０ 
ｅ．全取締役の報酬を開示 ６ ７５．０ ＋１５．０ 
ｆ．その他  ０ ０．０ －６．７ 
回答なし １ １２．５ － 

合        計 ８ １００．０ － 
※「ｃ．上位（ ）名の取締役の報酬を開示」の主な内容 
l 4 名 
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＜(11)で「ａ．取締役の報酬を個別に開示している」と答えた会社(８社)の具体的な内容＞ 

（11-5）取締役の報酬の具体的な開示内容 

回 答 内 容 社数 割合（％） 前回比 
ａ．ストック・オプションを導入しているが、実際の報酬のみを開示 １ １２．５ ＋１２．５ 
ｂ．ストック・オプションを導入しており、実際の報酬のほか、各取

締役に付与されるストック・オプションの内容も開示 
２ ２５．０ －１５．０ 

ｃ．ストック・オプションは導入しておらず、実際の報酬のみを開示 ２ ２５．０ －１５．０ 
ｄ．その他  ０ ０．０ －６．７ 
回答なし ３ ３７．５ － 

合    計 ８ １００．０ － 
 
＜(11)で「ａ．取締役の報酬を個別に開示している」と答えた会社(８社)の具体的な内容＞ 

 （11-6）使用人兼取締役の報酬の開示内容について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．実際の報酬のみを開示 ２ ２５．０ 
ｂ．取締役部分のみを開示 ０ ０．０ 
ｃ．実際の報酬のほか、取締役部分、使用人部分の明細を開示 ３ ３７．５ 
ｄ．その他 １ １２．５ 
回答なし ２ ２５．０ 

合         計 ８ １００．０ 

 

＜(11)で「ｂ．取締役の報酬を個別に開示していない」と答えた会社(1,277 社)の具体的な内容＞ 

（12）取締役の報酬についての今後の予定 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比  
ａ．今後取締役の報酬を個別に開示することを検討する ３５ ２．７ ＋１．３ →（12-2）へ 
ｂ．今後取締役の報酬を個別に開示することを検討しない ７４５ ５８．３ －７．８  
ｃ．分からない ４８０ ３７．６ ＋６．７  
回答なし １７ １．３ －  

合    計 １,２７７ １００．０ －  

 

＜(12)で「ａ．今後取締役の報酬を個別に開示することを検討する」と答えた会社(35 社) 

の具体的内容＞ 

（12-2）今後予定している取締役会機能強化の具体的施策 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比 
ａ．最上位の取締役 1名の報酬を開示 ０ ０．０ －５．９ 
ｂ．代表取締役の報酬を開示 ３ ８．６ －３．２ 
ｃ．上位（ ）名の取締役の報酬を開示 １ ２．９ ＋２．９ 
ｄ．常務取締役以上の報酬を開示 １ ２．９ ＋２．９ 
ｅ．全取締役の報酬を開示 １０ ２８．６ －６．７ 
ｆ．その他 ※ ６ １７．１ －６．４ 
ｇ．分からない １４ ４０．０ －２２．４ 
回答なし ０ ０．０ － 

合    計 ３５ １００．０ － 
※「ｆ．その他」の主な内容 

l 全体の総額又は役付別総額 
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＜(12)で「ａ．今後取締役の報酬を個別に開示することを検討する」と答えた会社(35 社) 

の具体的内容＞ 

（12-3）取締役の報酬を個別に開示することを開始する予定時期 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
平成 15 年 ５ １４．３ 
平成 16 年 ５ １４．３ 
平成 17 年 １ ２．９ 
回答なし １６ ４５．７ 
その他 ※ ８ ２２．９ 

合    計 ３５ １００．０ 
※「その他」の主な内用 
l 未定 
l 分からない 

 
【各種委員会の設置状況について】 
 

（13）取締役等の報酬を決定するための機関（報酬委員会等）の設置を検討していますか。 

回 答 内 容 社数 割合（％） 前回比  
ａ．既に設置している ５４ ４．０ ＋１．１ →（13-2）、（13-3）へ 
ｂ．既に設置することを決定している ４ ０．３ －０．８ →（13-2）、（13-3）へ 
ｃ．今後設置することを検討している ６９ ５．１ ＋０．２ →（13-2）、（13-3）へ 
ｄ．設置する予定はない ８３７ ６１．４ －３．８  
ｅ．分からない ３２７ ２４．０ ＋０．２  
ｆ．他の方法を考えている ※ １３ １．０ ＋０．２  
回答なし ５９ ４．３ －  

合    計 １,３６３ １００．０ －  
※「ｆ．他の方法を考えている」の主な内容 
l 設置の是非について検討中 
l アドバイザリーボードにより補完 
l 親会社による決定をしている 

 

＜(13)で「ａ．既に設置している」、「ｂ．既に設置することを決定している」、「ｃ．今後設置 

することを検討している」と答えた会社(127 社)の具体的内容＞ 

（13-2）具体的な選任者（複数回答可） 

回 答 内 容 社数 割合（％） 前回比 
ａ．会社の役職員 ８０ ６３．０ ＋１０．０ 
ｂ．弁護士 １８ １４．２ ＋３．９ 
ｃ．公認会計士 １７ １３．４ ＋１．４ 
ｄ．学者 １２ ９．４ ＋３．４ 
ｅ．他の会社（関係会社を除く）の役員 ３７ ２９．１ ＋１１．２ 
ｆ．その他 ※ ２４ １８．９ － 

※「ｆ．その他」の主な内容 
l コンサルタント 

 

＜(13)で「ａ．既に設置している」、「ｂ．既に設置することを決定している」、「ｃ．今後設置する 

ことを検討している」と答えた会社（127 社）の具体的内容＞ 

 （13-3）報酬委員会等人事（指名）委員会等の位置付けについて 

l ＣＥＯの諮問委員会 
l コーポレート・ガバナンスの核とし決定機関としたい 
l 取締役会の諮問機関 
l 報酬の透明性、妥当性確保 
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（14）経営者の選任に向けた人事（指名）委員会等の設置状況 
回 答 内 容 社数 割合（％） 前回比  

ａ．既に設置している ３３ ２．４ －０．１ →（14-2）、（14-4）へ 
ｂ．既に設置することを決定している ３ ０．２ ±０．０ →（14-2）、（14-4）へ 
ｃ．今後設置することを検討している ４９ ３．６ ＋０．１ →（14-2）、（14-4）へ 
ｄ．設置する予定はない ７４１ ５４．４ －９．０  

ｅ．分からない ２８７ ２１．１ －０．８  
ｆ．他の方法を考えている ※ ９ ０．７ ＋０．４  

回答なし ２４１ １７．７ －  
合    計 １,３６３ １００．０ －  

※ 「ｆ．他の方法を考えている」の主な内容 
l アドバイザリーリポートにより補完 
l 経営諮問会議に委任 

 

＜(14)で「ａ．既に設置している」、「ｂ．既に設置することを決定している」、「ｃ．今後設置する 

ことを検討している」と答えた会社(85 社)の具体的な施策＞ 

（14-2）人事（指名）委員会等の形態について 

回 答 内 容 社 数 割合（％）  
ａ．社外取締役を除く取締役のみ ９ １０．６  
ｂ．社外取締役を含む取締役のみ ３８ ４４．７  
ｃ．社外取締役のみ １ １．２  
ｄ．取締役（社外取締役を含む）及び社外 
（社外取締役を除く）の有識者 

１９ ２２．４ →（14-3）へ 

ｅ．社外（社外取締役を除く）の有識者のみ ４ ４．７ →（14-3）へ 
ｆ．その他 ※ １４ １６．５  

合    計 ８５ １００．０  
※「ｆ．その他」の主な内容 
l 社内取締役及び監査役 

 

＜（14-1）で「ｄ．取締役（社外取締役を含む）及び社外（社外取締役を除く）の有識者」、 

「ｅ．社外（社外取締役を除く）の有識者のみ」と答えた会社（23 社）の具体的内容＞ 

（14-3）社外（社外取締役を除く）の委員の具体的内容（複数回答可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．弁護士 ７ ３０．４ 
ｂ．公認会計士 ２ ８．７ 
ｃ．学者 ５ ２１．７ 
ｄ．他の会社（関係会社を除く）の役員 ７ ３０．４ 
ｅ．その他 ※ ３ １３．０ 

※「ｅ．その他」の主な内容 
l コンサルタント 

 

＜(14)で「ａ．既に設置している」、「ｂ．既に設置することを決定している」、「ｃ．今後設置する 

ことを検討している」と答えた会社(85 社)の人事（指名）委員会等の位置付けについて＞ 

  （14-4）人事（指名）委員会等の位置付けについて設置主旨等自由回答 

l コーポレート・ガバナンスの核とし決定機関としての位置付け 
l 株主の立場、外部の目で公平に判断し、社内の勝手な論理を通さないための位置付け 
l 株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の決定（改正商法とおり） 
l 取締役会の諮問機関としての位置付け 
l 執行役員会に対するオブザーバーとしての位置付け 
l 取締役の選任は、実質的に社長案がそのまま承認されていたが、委員会案の策定に際して複数委員の意

見が反映されることとなった 
l 取締役、監査役、執行役員、相談役及び顧問の人事案、報酬制度案等の審議を行う 
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（15）外部の人で構成した経営に対するアドバイス機関（経営諮問委員会等）の設置状況について 

回 答 内 容 社 数 割合（％）  
ａ．既に設置している ６１ ４．５ →（15-2）へ 
ｂ．既に設置することを決定している ２ ０．１ →（15-2）へ 
ｃ．今後設置することを検討している ３７ ２．７ →（15-2）へ 
ｄ．設置する予定はない ８３５ ６１．３  
ｅ．分からない ２９８ ２１．９  
ｆ．他の方法を考えている ※ １０ ０．７  
回答なし １２０ ８．８  

合    計 １,３６３ １００．０  
※「ｆ．他の方法を考えている」の主な内容 
l 社外取締役の導入に伴い、経営諮問委員会は解散した 
l 複数のコンサルタントによるアドバイスを受けている 

 

＜（15）で「ａ．既に設置している」、「ｂ．既に設置することを決定している」、「ｃ．今後設置 

することを検討している」と答えた会社(100 社)の具体的な選任（予定）者について＞ 

（15-2）（複数回答可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．弁護士 ３８ ３８．０ 
ｂ．公認会計士 １６ １６．０ 
ｃ．学者 ４２ ４２．０ 
ｄ．他の会社（関係会社を除く）の役員 ７３ ７３．０ 
ｅ．その他 ※ ２８ ２８．０ 

※「ｅ．その他」の主な内容 
l コンサルタント 
l 税理士 
l 親会社役員 

 

（15-3）外部の人で構成した経営に対するアドバイス機関（経営諮問委員会等）の位置付けについて 

l 経営の違法性やお客様の声を経営に反映される仕組みが重要と考え、社外の学識者、経営者の意見を中
期経営計画に反映させるための仕組みとしての位置付け 

l ＣＥＯの諮問機関 
l 意見を頂戴し、企業運営に活かし、経営の透明性・公正性向上を計る 
l 株主総会と取締役会の中間として位置付け 

 

 

（16）法令遵守のための機関（コンプライアンス委員会等）の設置状況 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比  
ａ．既に設置している ４０７ ２９．９ ＋１４．３ →（16-2）へ 
ｂ．既に設置することを決定している ４１ ３．０ ＋２．２ →（16-2）へ 
ｃ．今後設置することを検討している ３１３ ２３．０ ＋１１．８ →（16-2）へ 
ｄ．設置する予定はない ５２６ ３８．６ ＋０．４  
ｅ．他の方法を考えている ※ ５３ ３．９ ±０．０  
回答なし ２３ １．７ －  

合    計 １,３６３ １００．０ －  
 

※ 「ｅ．他の方法を考えている」の主な内容 
l より広義の危機管理委員会を設置 
l 社内法務委員会を設置 
l 常務会にて対応 
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＜(16)で「ａ．既に設置している」、「ｂ．既に設置することを決定している」、「ｃ．今後設置する 

ことを検討している」と答えた会社(合計 761 社)の具体的な内容） 

（16-2）委員の属性（複数回答可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比 
ａ．会社の役職員 ６３４ ８３．３ ＋８．５ 
ｂ．弁護士 １８５ ２４．３ －３．７ 
ｃ．公認会計士 ４０ ５．３ －８．３ 
ｄ．学者 １７ ２．２ －０．８ 
ｅ．他の会社（関係会社を除く）の役職員 ２８ ３．７ －１．６ 
ｆ．関係会社の役職員 ３３ ４．３ －０．７ 
ｇ．その他 ※ ５２ ６．８ ＋１．８ 

 
※ 「ｇ．その他」の主な内容 
l 警察 OB 
l 消費者団体 
l 委員会の諮問機関として、弁護士等で構成する審議会を設置 

 

（16-3）法令遵守のための機関（コンプライアンス委員会等）の位置付けについての意見 

l コンプライアンスを含むビジネスリスクのマネジメントのために、リスクマネジメント委員会を設置し
ている。 

l コンプライアンスに係る最高意思決定機関 
l 違法行為の未然防止とコンプライアンスマインドの徹底 
l 企業不祥事の防止という消極的な意味にとどまらず企業価値の向上を実現することを目的とする 
l 企業倫理・遵法意識の向上及び遵法体制の構築 
l 経営会議の諮問機関 
l 社長直轄の委員会 
l 取締役会、執行役員会に準ずる 
l 法務担当代表取締役を委員長とする委員会 

 

【その他】 
 

（17）今後取締役会の機能強化のために何らかの施策を実施することを決定（検討）しているか 

回 答 内 容 社 数 割合（％）  
ａ．はい ４３７ ３２．１ →（17-2）へ 
ｂ．いいえ ４４０ ３２．３  
ｃ．分からない ４２６ ３１．３  
回答なし ６０ ４．４  

合    計 １,３６３ １００．０  

 

＜(17)で「ａ．はい」と答えた会社(437 社)の具体的施策＞ 

（17-2）今後予定している取締役会の機能強化のための具体的施策について（複数回答可） 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．取締役の人数の削減 １２２ ２７．９ 
ｂ．執行役員制度の導入 １１６ ２６．５ 
ｃ．社外取締役の選任 １２１ ２７．７ 
ｄ．取締役へのインセンティブの付与 １１２ ２５．６ 
ｅ．その他 ※ １９４ ４４．４ 
ｆ．分からない ２９ ６．６ 

※「ｅ．その他」の主な内容 
l 役割分担（責任）の明確化 
l 権限委譲 
l 改正商法の規定の部分的導入 

 

 

 



 

- 13 - 

（18）取締役等の責任軽減規定※の導入（予定）状況について 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．導入している １１０ ８．１ 
ｂ．今後導入することを決定している １１ ０．８ 
ｃ．今後導入することを予定している ２４４ １７．９ 
ｄ．導入する予定はない ６５３ ４７．９ 
ｅ．分からない ３０４ ２２．３ 
回答なし ４１ ３．０ 

合    計 １,３６３ １００．０ 

※ 平成 13 年改正商法に基づくもの 

 

   （19）委員会等設置会社※への改組の予定の有無について  

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．改組することを予定している ２ ０．１ 
ｂ．改組することを検討している ６３ ４．６ 
ｃ．改組することを予定していない ８９５ ６５．７ 
ｄ．分からない ３２９ ２４．１ 
回答なし ７４ ５．４ 

合    計 １,３６３ １００．０ 

※ 平成 14 年改正商法に基づくもの 

 

  （20）重要財産委員会制度※の採用予定の有無  

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．採用することを決定している ０ ０．０ 
ｂ．採用することを検討している ５８ ４．３ 
ｃ．採用する予定はない ８７９ ６４．５ 
ｄ．分からない ３４９ ２５．６ 
回答なし ７７ ５．６ 

合    計 １,３６３ １００．０ 

※ 平成 14 年改正商法に基づくもの 

 

《監査役（会）関係》 

 

（21）監査役(会)機能強化のための具体的施策の実施状況（複数回答可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％）  
ａ．社外監査役の増員 ４０８ ２９．９  
ｂ．監査役と取締役会との連携強化 ５９３ ４３．５  
ｃ．監査役スタッフの充実 ２００ １４．７  
ｄ．監査役の重要会議への出席 ８０４ ５９．０  
ｅ．その他 ※ １０７ ７．９  
ｆ．特に実施していない １９４ １４．２  

 
※ 「ｅ．その他」の主な内容 
l グループ会社監査役との連携強化 

 

（22）経営監視の仕組みとしての監査役会に位置付けの変化について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．社外取締役を選任しているが、監査役会の位置付けは特に変化（低下）していない ６２３ ４５．７ 
ｂ．社外取締役の選任により、監査役会の位置付けは低下している ２ ０．１ 
ｃ．社外取締役を選任しておらず、監査役会の位置付けは特に変化（低下）していない ７０１ ５１．４ 
ｄ．その他 ※ １４ １．０ 
回答なし ２３ １．７ 

合    計 １,３６３ １００．０ 
※ 「ｄ．その他」の主な内容 

l 社外取締役は選任していないが、監査役会の位置付けは高まっている。 
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【適正な業務監査の仕組みに関する事項】 

 

（23）社外監査役の人数の状況 

人  数 社 数 割合（％）  
4 人 ４０ ２．９  

全監査役に占める 
社外監査役の割合 

社 数 割合（％） 

3 人 ２３１ １６．９  100％ ７３ ５．４ 
2 人 ７９１ ５８．０  90％以上 100％未満 ０ ０．０ 
1 人 ２５４ １８．６  80％以上 90％未満 ７ ０．５ 
その他 ４７ ３．４  70％以上 80％未満 １６３ １２．０ 

合  計 １,３６３ １００．０  60％以上 70％未満 ２３３ １７．１ 
    50％以上 60％未満 ５３７ ３９．４ 
    40％以上 50％未満 ４７ ３．４ 
    30％以上 40％未満 １６６ １２．２ 
    30％未満 １００ ７．３ 
    その他 ３７ ２．７ 
    合計 １,３６３ １００．０ 

 

（23-2）社外監査役の属性（複数回答可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．弁護士 ３７１ ２７．２ 
ｂ．公認会計士 １６３ １２．０ 
ｃ．学者 ４８ ３．５ 
ｄ．他の会社（関係会社を除く）の役職員 ５８１ ４２．６ 
ｅ．関係会社の役職員 ２４８ １８．２ 
ｆ．その他 ※ ４１９ ３０．７ 

※ 「ｆ．その他」の主な内容 
l 元社員 
l メインバンク出身者 
l 税理士 
l 関係会社の元役員等 

 

（23-3）特に会社と利害関係のない社外監査役の選任状況（複数回答可） 

回 答 内 容 社  数 割合（％）  
ａ．選任している ８３７ ６１．４ →（23-4）、（23-6）へ 
ｂ．社外ではあるが、利害関係ある監査役を選任している ４９４ ３６．２ →（23-5）へ 

 

 ＜（23-3）で「ａ．選任している」と答えた会社（837 社）の具体的人数＞ 

（23-4）特に会社と利害関係のない社外監査役の選任人数 

人    数 社数 割合（％） 
4 人 １９ ２．３ 
3 人 ８３ ９．９ 
2 人 ３９４ ４７．１ 
1 人 ３３２ ３９．７ 
その他 ９ １．１ 

合    計 ８３７ １００．０ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 15 - 

＜（23-3）で「ｂ．社外ではあるが、利害関係のある監査役を選任している」と答えた会社（494

社）の具体的人数＞ 

（23-5）会社と利害関係のある社外監査役の選任人数 

人    数 社数 割合（％） 
4 人 ７ １．４ 
3 人 ５１ １０．３ 
2 人 １９１ ３８．７ 
1 人 ２２７ ４６．０ 
その他 １８ ３．６ 

合    計 ４９４ １００．０ 

 

＜(23-3)で「ａ．選任している」と答えた会社(837 社)の具体的内容＞ 

（23-6）利害関係のない社外取締役の具体的な選任状況 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．弁護士 ２７８ ３３．２ 
ｂ．公認会計士 ７４ ８．８ 
ｃ．学者 ２８ ３．３ 
ｄ．他の会社（関係会社を除く）の役職員 ２９５ ３５．２ 
ｅ．その他 ※ １４４ １７．２ 
回答なし １８ ２．２ 

合    計 ８３７ １００．０ 
※ 「ｅ．その他」の主な内容 
l 税理士 
l 経営コンサルタント 
l 金融機関 OB 
l 警視庁 OB 

 

（24）監査役会の属するスタッフの配置状況について 

人 数 社数 割合（％） 
5 人以上 ５８ ４．３ 
4 人 ７４ ５．４ 
3 人 １１３ ８．３ 
2 人 １８３ １３．４ 
1 人 ３２６ ２３．９ 
0 人 ４９８ ３６．５ 
その他 １１１ ８．１ 

合 計 １,３６３ １００．０ 

 

（25）監査役(会)機能強化のための今後の施策の実施予定 

回 答 内 容 社 数 割合（％）  
ａ．今後実施する予定 ４００ ２９．３ →（25-2）へ 
ｂ．実施しない ４８５ ３５．６  
ｃ．分からない ４３９ ３２．２  
回答なし ３９ ２．９  

合    計 １,３６３ １００．０  
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＜(25)で「ａ．今後実施する予定」と答えた会社(400 社)の具体的内容＞ 

（25-2）今後予定している監査役(会)機能強化の具体的施策（複数回答可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．社外監査役の増員 １６２ ４０．５ 
ｂ．監査役会と取締役会との連携強化 １７０ ４２．５ 
ｃ．監査役スタッフの充実 ４０ １０．０ 
ｄ．監査役の重要会議への出席 ３２ ８．０ 
ｅ．その他 ※ ２４ ６．０ 
ｆ．分からない ２１ ５．３ 

 
※「ｅ．その他」の主な内容 
l 監査項目の充実 
l グループ会社監査役との連携強化 

 

【適正な会計監査の実施に関する事項】 

 

（26）会計監査人の選任状況について 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．監査法人 １,３０６ ９５．８ 
ｂ．2人以上の公認会計士（共同監査を実施） ４４ ３．２ 
ｃ．公認会計士 1名のみ ４ ０．３ 
回答なし ９ ０．７ 

合    計 １,３６３ １００．０ 
 

（27）会計監査人との契約の継続年数について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．1年未満 ４７ ３．４ 
ｂ．1年以上 3年未満 １６２ １１．９ 
ｃ．3年以上 5年未満 ４９ ３．６ 
ｄ．5年以上 7年未満 ３８ ２．８ 
ｅ．7年以上 10 年未満 ７２ ５．３ 
ｆ．10 年以上 ９６６ ７０．９ 
回答なし ２９ ２．１ 

合    計 １,３６３ １００．０ 

 

 （28）会計監査人との監査業務以外の取引状況（関係会社を含む）について 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．税務顧問契約 ５４ ４．０ 
ｂ．コンサルティング業務契約 １１６ ８．５ 
ｃ．その他 ※ ５１ ３．７ 
ｄ．なし １,１１２ ８１．６ 
回答なし ３０ ２．２ 

合    計 １,３６３ １００．０ 
※ 「ｃ．その他」の主な内容 
l アニュアルレポートの原案等作成 
l システム監査 
l 英文財務諸表の作成、海外税務用の販売費及び一般管理費の証明 
l 社債発行関連業務契約 
l 連結決算の早期開示に向けたアドバイス契約を締結 
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《株主総会関係》 

 

（29）株主総会機能強化のための施策の実施状況 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 前回比  
ａ．株主総会機能強化のための施策を実施している ８２４ ６０．５ ＋３４．５ →（29-2）へ 
ｂ．既に実施することを決定している ４６ ３．４ ＋１．７ →（29-2）へ 
ｃ．今後実施することを検討している ２５３ １８．６ －３．８ →（29-2）へ 
ｄ．検討していない １６２ １１．９ －２０．１  
ｅ．分からない ５７ ４．２ －１０．５  
回答なし ２１ １．５ －  

合    計 １,３６３ １００．０ －  
 

＜(29)で「ａ．株主総会機能強化のための施策を実施している」、｢ｂ．既に実施することを決定し

ている｣、｢ｃ．今後実施することを検討している｣と答えた会社(合計 1,123 社)の具体的な内容＞ 

（29-2）株主総会機能強化のための具体的な施策（複数選択可） 

回 答 内 容 社 数 割合（％） 
ａ．集中日を避けて開催 ３３０ ２９．４ 
ｂ．営業報告書等のわかりやすさの向上 ７２３ ６４．４ 
ｃ．株主への質問に丁寧に答えるなど株主との対話の充実化 ８８２ ７８．５ 
ｄ．招集通知の早期発送 ３２５ ２８．９ 
ｅ．株主総会後に株主懇談会等を開催 ２０４ １８．２ 
ｆ．その他 ※ ６６ ５．９ 

※ 「ｆ．その他」の主な内容 
l 数値データ等のビジュアル化 
l 衛星中継会場の設置 
l 英文招集通知の作成 
l ホームページ上に総会概要を掲載 
l 議決権行使促進葉書の送付 
l インターネットによる議決権行使 

 

【株主の議決権行使の便宜に関する事項】 

（30）株主総会招集通知を株主総会の何日前に発送しているか 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．30 日以上前 １６ １．２ 
ｂ．25～29 日前 ２６ １．９ 
ｃ．20～24 日前 １８３ １３．４ 
ｄ．16～19 日前 ４６４ ３４．０ 
ｅ．15 日前 ６５８ ４８．３ 
回答なし １６ １．２ 

合    計 １,３６３ １００．０ 

 

（31）英文版の株主総会招集通知の作成状況について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．既に作成している １３４ ９．８ 
ｂ．今後作成することを決定している ５ ０．４ 
ｃ．今後作成することを検討している １２２ ９．０ 
ｄ．作成する予定はない ９６６ ７０．９ 
ｅ．分からない １３１ ９．６ 
回答なし ５ ０．４ 

合    計 １,３６３ １００．０ 
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（32）株主総会招集通知をホームページに掲載しているか 

回 答 内 容 社数 割合（％）  
ａ．既に掲載している １３１ ９．６ →（32-2）へ 
ｂ．今後掲載することを決定している ９ ０．７ →（32-2）へ 
ｃ．今後掲載することを検討している ３６３ ２６．６ →（32-2）へ 
ｄ．掲載する予定はない ６４３ ４７．２  
ｅ．分からない ２０９ １５．３  
回答なし ８ ０．６  

合    計 １,３６３ １００．０  
 

＜(32)で「ａ．既に掲載している」、「ｂ．既に実施することを決定している」、「ｃ．今後実施する 

ことを検討している」と答えた会社(合計 503 社)の具体的な内容＞ 

（32-2）株主総会招集通知のホームページへの掲載時期について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．株主総会招集通知の発送と同時期（同日または翌日） ２５５ ５０．７ 
ｂ．株主総会招集通知の発送後、株主総会までの間 １７０ ３３．８ 
ｃ．その他 ※ ３０ ６．０ 
回答なし ４８ ９．５ 

合    計 ５０３ １００．０ 
※ 「ｃ．その他」の主な内容 
l タイミングを含め検討中 

 

（33）株主総会における議決権の行使実績（議決権総数に占める割合）について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．70％以上 ９２９ ６８．２ 
ｂ．60％以上 70％未満 ３１２ ２２．９ 
ｃ．50％以上 60％未満 ７２ ５．３ 
ｄ．40％以上 50％未満 １０ ０．７ 
ｅ．30％以上 40％未満 ９ ０．７ 
ｆ．20％以上 30％未満 ４ ０．３ 
ｇ．10％以上 20％未満 ２ ０．１ 
ｈ．10％未満 ３ ０．２ 
回答なし ２２ １．６ 

合    計 １,３６３ １００．０ 

 

（34）株主総会の付議議案は株主総会の何日前に決定していますか。 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．60 日以上前 ９３ ６．８ 
ｂ．45～59 日前 ２７９ ２０．５ 
ｃ．30～44 日前 ８７３ ６４．０ 
ｄ．20～29 日前 ７４ ５．４ 
ｅ．16～19 日前 ８ ０．６ 
ｆ．15 日前 １５ １．１ 
回答なし ２１ １．５ 

合    計 １,３６３ １００．０ 
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（35）直前の株主総会における株主提案権の行使状況について 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．株主提案権の行使あり ※ １０ ０．７ 
ｂ．株主提案権の行使なし １,３３９ ９８．２ 
回答なし １４ １．０ 

合    計 １,３６３ １００．０ 
※ 「ａ．株主提案権の行使あり」の主な内容 
l 利益処分案 
l 定款一部変更 
l 取締役・監査役の解任 
l 社名の変更 
l 監査役の選任 

 

（36）平成 13 年改正商法に基づく株主総会等のＩＴ化の実施・検討状況について 

回 答 内 容 社数 割合（％）  
ａ．既に実施している ２６９ １９．７ →（36-2）へ 
ｂ．既に実施することを決定している ３２ ２．３ →（36-2）へ 
ｃ．今後実施することを検討している ５２４ ３８．４ →（36-2）へ 
ｄ．検討していない ３６７ ２６．９  
ｅ．分からない １４８ １０．９  
回答なし ２３ １．７  

合    計 １,３６３ １００．０  

 

＜(36)で「ａ．既に実施している」、「ｂ．既に実施することを決定している」、「ｃ．今後実施 

することを検討している」と答えた会社(合計 825 社)の具体的な内容＞ 

（36-1）具体的な実施内容について（複数回答可） 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．招集通知の電磁的提供 １５８ １９．２ 
ｂ．電磁的方法による議決権の行使 ２８４ ３４．４ 
ｃ．計算書類の電磁的方法による公告 ６９５ ８４．２ 
ｄ．その他 ※ １６ １．９ 

※ 「ｄ．その他」の主な内容 
l 携帯電話から議決権投票が可能になったときに電磁化予定 
l 決算広告の電磁的開示 

 

《その他》 

 

（37）その他コーポレート・ガバナンスの充実に向けての取り組み 

l IR活動の充実 
l コンプライアンス委員会を設置して、ステークホルダーとの信頼関係を強化 
l リスクマネジメント委員会を設置し徹底・推進を図る 
l 株主へのアカウンタビリティーの充実 
l 企業行動憲章の策定 
l 内部統制の強化と充実 
l 倫理委員会、危機管理委員会、個人情報保護委員会の設置によるコンプライアンスの徹底 

 
（38）内部告発に係る社内制度の導入状況について 

回 答 内 容 社数 割合（％）  
ａ．既に導入している ２３０ １６．９ →（38-2）へ 
ｂ．既に導入することを決定している ４３ ３．２ →（38-2）へ 
ｃ．今後導入することを検討している ３４０ ２４．９ →（38-2）へ 
ｄ．導入する予定はない ７１７ ５２．６  
回答なし ３３ ２．４  

合    計 １,３６３ １００．０  
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＜(38)で「ａ．既に導入している」、「ｂ．既に導入することを決定している」、「ｃ．今後導入 

することを検討している」と答えた会社(合計 613 社)の具体的な内容＞ 

（38-2）内部告発者の保護に係る仕組みの導入状況について 

回 答 内 容 社数 割合（％）  
ａ．既に導入している １７３ ２８．２ →（38-3）へ 
ｂ．既に導入することを決定している ４１ ６．７ →（38-3）へ 
ｃ．今後導入することを検討している ３７８ ６１．７ →（38-3）へ 
ｄ．導入する予定はない １８ ２．９  
回答なし ３ ０．５  

合    計 ６１３ １００．０  
 

＜(38-2)で「ａ．既に導入している」、「ｂ．既に導入することを決定している」、「ｃ．今後導入 

することを検討している」と答えた会社(合計 592 社)の具体的な内容＞ 

（38-3）内部告発者の保護に係る仕組みの内容について（複数回答可） 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．匿名で告発を受け付けている ２２７ ３８．３ 
ｂ．社内規定上、保護規定を設けている １８３ ３０．９ 
ｃ．その他 ※ １６５ ２７．９ 

※ 「ｃ．その他」の主な内容 
l 顧問弁護士への相談受付制度 
l 情報受信者を限定する等、情報漏洩のないように運用している 
l 匿名での告発は認めていないが、告発者を保護する仕組みを設ける 
l 秘密厳守、不利益を受けない旨を社内通知している 

 
 

（39）ホームページにおいての掲載情報内容について（複数回答可） 

回 答 内 容 社数 割合（％）  
ａ．決算情報 １,２３８ ９０．８ →（39-2）へ 
ｂ．決算情報以外の適時開示資料 ９３７ ６８．７ →（39-2）へ 
ｃ．その他ＩＲ資料等 ９８５ ７２．３  
ｄ．ホームページを作成していない、または作成しているが 

a. b. c.の情報は掲載していない 
６３ ４．６ 

 

 

＜(39)で「ａ．決算情報」または「ｂ．決算情報以外の適時開示資料」と答えた会社 

（1,345 社）の具体的な内容＞ 

（39-2）決算情報、決算情報以外の適時開示資料のホームページへの掲載時期について 

回 答 内 容 社数 割合（％）  
ａ．公表後、直ちに、又は、12 時間以内までに ３２４ ２４．１ →（39-3）へ 
ｂ．公表後、12 時間経過後以降 ９１１ ６７．７  
回答なし １１０ ８．２  

合    計 １,３４５ １００．０  
 

＜(39-2)で「ａ．公表後、直ちに、又は、12 時間以内までに」と答えた会社（324 社） 

の具体的な内容＞ 

（39-3）12 時間ルールについての注意表示をホームページに行っているか。 

回 答 内 容 社数 割合（％） 
ａ．行っている ９１ ２８．１ 
ｂ．行っていない ２３１ ７１．３ 
回答なし ２ ０．６ 

合    計 ３２４ １００．０ 
 

以 上 


